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告

示

青
森
県
告
示
第
四
十
号

青
森
県
褒
賞
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
五
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
褒
賞
を
行
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日
に
行
っ
た
褒
賞

青あ
お

森も
り

山や
ま

田だ

高こ
う

等と
う

学が
っ

校こ
う

サ
ッ
カ
ー
部ぶ

平
成
二
十
一
年
度
第
八
十
八
回
全
国
高
等
学
校
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大
会
に
お
い
て
、
善
戦
敢
闘
よ

く
準
優
勝
の
偉
業
を
成
し
遂
げ
郷
土
に
名
誉
と
誇
り
を
も
た
ら
し
た
事
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま

す
。

青
森
県
告
示
第
四
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
八
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
二
号

介
護
保
険
法

(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設
か
ら
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

名

称

所

在

地

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

青
森
保
健

生
活
協
同

組
合

青
森
市
東
大
野
二

丁
目
九
の
二

青
森
保
健

生
活
協
同

組
合
居
宅

介
護
支
援

事
業
所
や

す
か
た

青
森
市
安
方
一
丁

目
一
一
の
六

平
成

��･

��･

��

平
成

��･

�･

��

平
成
二
十
二
年

一
月
二
十
七
日

(

水
曜
日)

第
三
千
百
九
十
一
号



( )

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
三
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

東
北
地
下
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

大
宮

哲
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
三
七
の
一
四
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
〇)

第
一
〇
〇
四
五
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
さ
く
井
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日
前
記
建
設
業
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
こ

と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規

定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
北
向
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

北
向

清
人

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
部
町
大
字
鳥
舌
内
字
浜
坂
四
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
一
六
八
八
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
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月
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西
津
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郡
深
浦
町
大
字
関
字
栃
沢
三
五
四
の
一
か
ら
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郡
深
浦
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大
字
関
字
栃
沢
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二
の
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ま
で

平
成
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( )

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
共
同
架
設
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

中
山

清
光

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
是
川
字
寺
ノ
沢
一
六
の
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)
第
一
四
八
一
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
日
前
記
建
設
業
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と

が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定

に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
小
向
左
官
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

小
向

龍
悦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
高
屋
敷
一
八
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
九
三
八
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
桑
田
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

桑
田

茂
樹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
末
広
町
三
〇
の
四
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
六)

第
八
二
七
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
九
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と

が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定

に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
桑
田
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

桑
田

茂
樹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
末
広
町
三
〇
の
四
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
八
二
七
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
九
月
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
こ
と

が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定

に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

柏
造
園

二

氏
名

成
田

一
成

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
柏
下
古
川
稲
森
七
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
一
三
四
八
六
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ

た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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